
京都市告示第   号 

 生活保護法第４９条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（以下「中国残留邦人等支援法」

という。）第１４条第４項においてその例による場合を含む。）の規定に基づき，生

活保護法による医療扶助及び中国残留邦人等支援法第１４条第２項第３号に規定する

医療支援給付のための医療を担当させる機関を，次のとおり指定しました。 

  平成２７年５月２２日 

                           京都市長 門川大作     

医療機関指定 

名   称 所   在   地 指定年月日 

髙橋医院 上京区若宮竪町８１ 平成 27年 3月

16日 

医療法人社団順和会 烏丸御

池整形外科クリニック 

中京区両替町通押小路上る金吹町４６１

番地 烏丸御池メディカルモール４Ｆ 

平成 27年 4月

1日 

医療法人社団洛和会 洛和会

音羽リハビリテーション病院 

山科区小山北溝町３２番１ 平成 27年 4月

1日 

渡邊医院 下京区四条通室町西入月鉾町６３ 月鉾

町ビル８階 

平成 27年 3月

1日 

すざく小林歯科 中京区壬生朱雀町２－１３ 朱雀Ｋ’Ｓ

ビル２階２０１ 

平成 27年 4月

1日 

京都三条大橋歯科診療所 東山区三条通大橋東入大橋町１１５ 尚

美ビル１階 

平成 27年 3月

1日 

横山歯科診療所 東山区新門前通大和大路東入二丁目中 

之町２３６ 

平成 27年 1月

13日 

すず薬局 醍醐店 山科区小野御霊町４３－１ １階 平成 27年 4月

1日 

えくぼ調剤薬局 山科区椥辻池尻町２－５ 平成 27年 4月

1日 

訪問看護ステーション デユ

ーン二条 

中京区西ノ京南聖町７－１７ 南聖町テ

ナント１階 

平成 27年 3月

1日 

１６５



名   称 所   在   地 指定年月日 

あじさいのもり醍醐 伏見区石田桜木２１－３０ Ｔ’ｓ桜木

１階 

平成 27年 2月

1日 

（保健福祉局生活福祉部地域福祉課） 


